
○ 総 務 省 令 第 二 号  

 電 波 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 一 号 ） 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 及 び 同 法 を 実 施

す る た め 、 電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 八 年 一 月 十 四 日  

総 務 大 臣  林   芳 正     

   電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令  

 （ 電 波 法 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 一 条  電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に

二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 そ の 標 記 部 分 が 同 一 の も

の は 当 該 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る も の の よ う に 改 め 、 そ の 標 記 部 分 が 異 な る も の は 改 正 前 欄 に

掲 げ る 対 象 規 定 を 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 と し て 移 動 し 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄

に こ れ に 対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。  
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改  正  後 改  正  前 
目 次 

［ 第 一 章 ～ 第 三 章 略 ］ 

 第 四 章 雑 則 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 三 略 ］ 

  第 二 節 の 四 国 の 機 関 等 に よ る 申 請 等 の 特 例 （ 第 五 十 一 条 の 九 の 二― 第 五 十 一 条 の 九 の 三 の

二 ） 

  ［ 第 二 節 の 五 ～ 第 四 節 略 ］ 

  第 五 節 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 （ 第 五 十 三 条― 第 五 十 六 条 ） 

附 則 

目 次 

 ［ 第 一 章 ～ 第 三 章 同 上 ］ 

 第 四 章 ［ 同 上 ］ 

  ［ 第 一 節 ～ 第 二 節 の 三 同 上 ］ 

  第 二 節 の 四 削 除 

 

  ［ 第 二 節 の 五 ～ 第 四 節 同 上 ］ 

  第 五 節 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 （ 第 五 十 三 条― 第 五 十 五 条 ） 

附 則 

（ 定 義 等 ） 

第 二 条 電 波 法 に 基 づ く 命 令 の 規 定 の 解 釈 に 関 し て は 、 別 に 規 定 す る も の の ほ か 、 次 の 定 義 に 従

う も の と す る 。 

 ［ 一 ～ 十 四 略 ］ 

 十 四 の 二 「 書 面 等 」 と は 、 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 に 規 定 す る 書 面 等 を い う 。 

 

 

 十 四 の 三 「 申 請 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等

を い う 。 

 ［ 十 四 の 四 ・ 十 四 の 五 略 ］ 

十 四 の 六 「 電 子 申 請 等 」 と は 、 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 第 五 十 一 条 の 九 の 三 に

規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 手 続 又 は 情

報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 総 務 省 関 係 法 令 に 係 る 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た

行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 五 年 総 務 省 令 第 四 十 八 号 、 以 下 「 情 報 通 信 技 術

活 用 法 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 第 三 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 行 う 申 請 等 を い

う 。 

［ 十 四 の 七 ～ 九 十 三 略 ］ 

［ ２ 略 ］ 

（ 定 義 等 ） 

第 二 条 ［ 同 上 ］ 

 

 ［ 一 ～ 十 四 同 上 ］ 

 十 四 の 二  「 書 面 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 四 年

法 律 第 百 五 十 一 号 。 以 下 「 情 報 通 信 技 術 活 用 法 」 と い う 。 ） 第 三 条 第 五 号 に 規 定 す る 書 面 等

を い う 。 

十 四 の 三 「 申 請 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 三 条 第 八 号 に 規 定 す る 申 請 等 を い う 。 

 

 

 ［ 十 四 の 四 ・ 十 四 の 五 同 上 ］ 

十 四 の 六 「 電 子 申 請 等 」 と は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 第 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 電 子 情 報 処 理

組 織 を 使 用 し て 行 う 申 請 等 を い う 。 

 

  

 

 

［ 十 四 の 七 ～ 九 十 三 同 上 ］ 

［ ２ 同 上 ］ 

第 二 節 の 四 国 の 機 関 等 に よ る 申 請 等 の 特 例 

（ 相 当 数 の 無 線 局 を 開 設 し て い る 者 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 二 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 の 相 当 数 の 無 線 局 を 開 設 し て い る 者 と し て 総 務 省

令 で 定 め る も の は 、 携 帯 電 話 事 業 者 等 （ 設 備 規 則 第 三 条 第 一 号 に 規 定 す る 携 帯 無 線 通 信 を 行 う

無 線 局 で あ つ て 電 気 通 信 業 務 用 基 地 局 （ 法 第 六 条 第 八 項 第 二 号 に 規 定 す る 電 気 通 信 業 務 用 基 地

局 を い う 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） の 免 許 人 又 は 設 備 規 則 第 三 条 第 十 号 に 規 定 す る 広 帯 域

移 動 無 線 ア ク セ ス シ ス テ ム の 無 線 局 の う ち 二 、 五 四 五 MH
z

を 超 え 二 、 五 七 五 MH
z

以 下 及 び 二 、 五

九 五 MH
z

を 超 え 二 、 六 四 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の で あ つ て 電 気 通 信 業 務 用 基 地
    第 二 節 の 四 削 除 

 
第 五 十 一 条 の 九 の 二 及 び 第 五 十 一 条 の 九 の 三 削 除 
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局 の 免 許 人 を い う 。 ） と す る 。 

 （ 申 請 等 に 係 る 電 子 情 報 処 理 組 織 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 三 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 電 子 情 報 処 理 組 織 は 、 総 務 省

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 、 申 請 等 を す る 者 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 で あ つ て 当 該 総 務 省 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 と 電 気 通 信 回 線 を 通 じ て 通 信 で き る 機 能 を 備 え た も の と を 電 気 通 信 回 線 で

接 続 し た 電 子 情 報 処 理 組 織 と す る 。 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 申 請 等 ） 

第 五 十 一 条 の 九 の 三 の 二 法 第 百 二 条 の 十 九 第 一 項 の 規 定 に よ り 前 条 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組

織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 申 請 等 を 行 う 者 は 、 情 報 通 信 技 術 活 用 法 施 行 規 則 第 四 条 、 第 六 条 及 び

第 十 三 条 第 一 項 の 規 定 の 例 に よ り 当 該 申 請 等 を 行 う も の と す る 。 

 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 ） 

第 五 十 三 条 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務

大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い 行 う も の と す る 。 

２ 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣 が 定

め る 方 法 に 従 い 、 当 該 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る 旨 の 表 示 を す る も

の と す る 。 

［ ３ ・ ４ 略 ］ 

 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 ） 

第 五 十 三 条 ［ 同 上 ］ 

 

２ 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る

こ と を 希 望 す る 者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う

も の と す る 。 

［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

 （ 電 子 申 請 等 を 委 任 す る 場 合 に お け る 委 任 状 ）  

第 五 十 五 条 電 子 申 請 等 に よ り 申 請 等 （ 無 線 局 の 免 許 又 は 登 録 に 係 る 申 請 等 に 限 る 。 ） を 行 お う

と す る 者 が 国 の 機 関 又 は 法 人 で あ る 場 合 で あ つ て 、 当 該 電 子 申 請 等 を 行 お う と す る 者 の 委 任 を

受 け て 当 該 電 子 申 請 等 を 行 う と き に お け る 当 該 電 子 申 請 等 に 係 る 委 任 状 は 、 電 子 委 任 状 の 普 及

の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 委 任 状 を 使

用 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 電 子 委 任 状 に 係 る 者 が 総 務 省 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 故 障

そ の 他 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 当 該 電 子 委 任 状 を 使 用 す る こ と が で き な

い 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 

［ 新 設 ］ 

 

第 五 十 六 条 ［ 略 ］ 第 五 十 五 条 ［ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 無 線 局 免 許 手 続 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 二 条  無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定

（ 以 下 こ の 条 に お い て 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 こ れ を 加 え る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 三 十 二 条 ［ 略 ］ 

２ こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い

、 当 該 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る 旨 の 表 示 を す る も の と す る 。 

［ ３ ・ ４ 略 ］ 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 三 十 二 条 ［ 同 上 ］ 

２ こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 希 望 す る

者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う も の と す る 。 

［ ３ ・ ４ 同 上 ］ 

 （ 電 子 申 請 等 を 委 任 す る 場 合 に お け る 委 任 状 ） 

第 三 十 二 条 の 二 電 子 申 請 等 に よ り 申 請 等 （ 無 線 局 の 免 許 又 は 登 録 に 係 る 申 請 等 に 限 る 。 ） を 行

お う と す る 者 が 国 の 機 関 又 は 法 人 で あ る 場 合 で あ つ て 、 当 該 電 子 申 請 等 を 行 お う と す る 者 の 委

任 を 受 け て 当 該 電 子 申 請 等 を 行 う と き に お け る 当 該 電 子 申 請 に 係 る 委 任 状 は 、 電 子 委 任 状 の 普

及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 六 十 四 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 委 任 状 を

使 用 す る も の と す る 。 た だ し 、 当 該 電 子 委 任 状 に 係 る 者 が 総 務 省 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 の 故

障 そ の 他 そ の 責 め に 帰 す る こ と が で き な い 事 由 に よ り 、 当 該 電 子 委 任 状 を 使 用 す る こ と が で き

な い 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 

 

［ 新 設 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 
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（ 登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 の 一 部 改 正 ）  

第 三 条  登 録 検 査 等 事 業 者 等 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 七 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ

る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。
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改  正  後 改  正  前 
（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 二 十 四 条 ［ 略 ］ 

２ こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 を 電 子 申 請 等 に よ り 行 う 場 合 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い

、 当 該 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る 旨 の 表 示 を す る も の と す る 。 

［ ３ 略 ］ 

（ 電 子 情 報 処 理 組 織 に よ る 手 続 等 ） 

第 二 十 四 条 ［ 同 上 ］ 

２ こ の 省 令 の 規 定 に よ る 申 請 等 に 対 す る 処 分 通 知 等 を 電 子 交 付 等 に よ り 受 け る こ と を 希 望 す る

者 は 、 総 務 大 臣 が 定 め る 方 法 に 従 い 、 そ の 旨 を 表 示 し て 電 子 申 請 等 に よ り 行 う も の と す る 。 

［ ３ 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 



八 頁  
 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 省 令 は 、 電 波 法 及 び 放 送 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七 年 法 律 第 二 十 七 号 ） 附 則 第 一 条 第

二 号 に 掲 げ る 規 定 の 施 行 の 日 （ 令 和 八 年 四 月 一 日 ） か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 一 条 中 電 波 法 施 行 規

則 第 五 十 三 条 第 二 項 の 改 正 規 定 及 び 第 二 条 中 無 線 局 免 許 手 続 規 則 第 三 十 二 条 第 二 項 の 改 正 規 定 並 び

に 第 三 条 の 規 定 は 、 令 和 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 電 波 法 施 行 規 則 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 施 行 規 則 」 と い う 。 ） 又

は 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 無 線 局 免 許 手 続 規 則 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 新 免 許 手 続 規 則 」 と い

う 。 ） に 規 定 す る 申 請 等 を 新 施 行 規 則 第 二 条 第 一 項 第 十 四 号 の 六 に 規 定 す る 電 子 申 請 等 に よ り 行 お

う と す る 者 が 国 の 機 関 又 は 法 人 で あ る 場 合 で あ っ て 、 当 該 電 子 申 請 等 を 行 お う と す る 者 の 委 任 を 受

け て 当 該 電 子 申 請 等 を 行 う と き に お い て 、 当 該 委 任 に 係 る 者 が 新 施 行 規 則 第 五 十 五 条 又 は 新 免 許 手

続 規 則 第 三 十 二 条 の 二 の 規 定 に 基 づ く 電 子 委 任 状 の 普 及 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第

六 十 四 号 ） 第 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 電 子 委 任 状 を 使 用 す る こ と が 困 難 で あ る と き は 、 こ の 省 令 の 施

行 の 日 か ら 令 和 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 新 施 行 規 則 第 五 十 五 条 及 び 新 免 許 手 続 規 則 第 三 十 二

条 の 二 の 規 定 は 適 用 し な い 。  


